
都市計画法３４条第９号(給油所・道の駅・休憩所)の運用基準 

 

（趣旨） 

第１条 この基準は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）

第３４条第９号及び都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「令」とい

う。）第３６条第１項第３号イの規定に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （対象区域） 

第２条 この基準で対象とする区域は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 ⑴ 国道沿いとすること。 

 ⑵ 主要地方道沿いとすること。 

 ⑶ 県道沿いとすること。 

 ⑷ 国道、主要地方道又は県道と交差又は接続する幅員８ｍ以上の市道沿いとするこ

と。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる土地の区域を含まないものとする。 

 ⑴ 土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成１２年 

法律第５７号)第９条第１項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域 

⑵ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和４４年法律第５７号)第３ 

条第１項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域 

⑶ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号)第８条第２項第１

号に規定する農用地区域 

 ⑷ 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第１項又は第５条第１項に規定する

許可がなされる見込みがない農地の区域 

⑸ 森林法(昭和２６年法律第２４９号)第２５条又は２５条の２の規定により指定

された保安林の区域 

⑹ 法第１２条の４第 1項第 1 号に掲げる地区計画を定めた区域 

⑺ 法第５３条の規定に基づく建築の許可が必要な区域。ただし、「山形市都市計画

道路見直し計画」(平成２９年３月策定)において、廃止候補路線又は幅員縮小候補

路線のうち現道に合わせて縮小する路線に定められている区間番号の区域内の区

域は、この限りでない。 

⑻ 山寺地区及び蔵王温泉地区 

（種類等） 

第３条 この基準の対象となる施設は、次の各項のいずれかに該当するものとする。 

１ 給油所  

  給油所とは、ガソリンスタンド又は電気自動車用充電スタンドであり、かつ、次の

各号のいずれにも該当するものとする。 

 



⑴ 前面道路に最低限の幅員以上敷地が接していること。（別紙参照）  

 ⑵ 出入口を２箇所以上設けること。  

⑶ 敷地面積は１,０００㎡以上であること。  

⑷ 休憩所（飲食店若しくはコンビニエンスストア）を設ける場合は同じ棟内とし、 

その棟において、主たる用途の床面積を上回らないこと。  

⑸  附属施設を設置する場合は、自動車等の軽微な修理及び点検を行う範囲であるこ 

と。なお事務所の併設は認めない。  

 ⑹  予定建築物については、自己の業務の用に供する（建築物の所有者と設置運営者

が同一であり、かつ、当該建築物内において継続的に自己の業務に係る経済活動が

行われることをいう。以下同じ。）ものとする。ただし、建築物の賃貸借等に基づ

き、継続かつ適正に運営できることが認められ、かつ、貸主と借主の連名で申請を

行う場合は、この限りでない。 

２ 道の駅  

  道の駅とは、「道の駅」登録・案内要綱により設置されるものであること。  

３ 休憩所  

  休憩所とは、食堂、レストラン、喫茶店その他これらに類する飲食店（主としてア

ルコールを含まない飲料を飲食させるものに限る。）又は休憩のための座席等のスペ

ースが備わったコンビニエンスストア（営業時間１４時間以上に限る）であり、かつ、

次の各号のいずれにも該当するものとする。  

⑴ 前面道路に最低限の幅員以上敷地が接していること。（別紙参照）  

⑵ 自動車の運転手等が休息できる駐車場が十分あること。 

⑶  自動車の運転手等が営業時間中に利用できる公衆便所が設置されていること。 

⑷ 敷地への出入口を２箇所以上設けること。 

⑸  敷地面積は１,０００㎡以上であること。 

⑹  飲食店にあっては、３０人以上の客席を収容できる規模であること。  

⑺  コンビニエンスストアについては、売場面積を２５０㎡未満とすること。 

⑻ 申請地は、原則として自己所有地とすること。借地する場合には、事業用定期 

借地権設定契約等を締結すること。 

 ⑼ 予定建築物については、自己の業務の用に供するものとする。ただし、建築物の

賃貸借等に基づき、継続かつ適正に運営できることが認められ、かつ、貸主と借主

の連名で申請を行う場合は、この限りでない。 

（事前説明） 

第４条 申請者等は、山形市開発指導要綱の規定に基づき、開発周辺に影響をおよぼす

おそれのあるものについては、事前に当該開発区域周辺の住民に対して説明会を開催

し、当該開発行為について同意を得るよう努めるものとする。 

   附 則 



この運用基準は、平成２６年１１月７日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この運用基準は、平成２９年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この運用基準が施行される前に、法第３４条第９号又は令第３６条第１項第３号イ

に該当し、法に規定する許可を受けた建築物については、当該建築物の敷地面積を拡

張する場合を除き、この基準は適用されないものとする。 

   附 則 

 この運用基準は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この運用基準は、令和元年７月１日から施行する。 
 




